
---- 1111 ----

倉庫の無届解体問題調査特別委員会記録倉庫の無届解体問題調査特別委員会記録倉庫の無届解体問題調査特別委員会記録倉庫の無届解体問題調査特別委員会記録

開催日時開催日時開催日時開催日時 平成２５年６月２４日（月） １０：３２～１０：４４平成２５年６月２４日（月） １０：３２～１０：４４平成２５年６月２４日（月） １０：３２～１０：４４平成２５年６月２４日（月） １０：３２～１０：４４

開催場所開催場所開催場所開催場所 第１委員会室第１委員会室第１委員会室第１委員会室

出席委員出席委員出席委員出席委員 １０名１０名１０名１０名

井岡 正徳 委員長井岡 正徳 委員長井岡 正徳 委員長井岡 正徳 委員長

山下 力 副委員長山下 力 副委員長山下 力 副委員長山下 力 副委員長

大国 正博 委員大国 正博 委員大国 正博 委員大国 正博 委員

太田 敦 委員太田 敦 委員太田 敦 委員太田 敦 委員

田中 惟允 委員田中 惟允 委員田中 惟允 委員田中 惟允 委員

浅川 清仁 委員浅川 清仁 委員浅川 清仁 委員浅川 清仁 委員

岩田 国夫 委員岩田 国夫 委員岩田 国夫 委員岩田 国夫 委員

高柳 忠夫 委員高柳 忠夫 委員高柳 忠夫 委員高柳 忠夫 委員

山本 進章 委員山本 進章 委員山本 進章 委員山本 進章 委員

川口 正志 委員川口 正志 委員川口 正志 委員川口 正志 委員

欠席委員欠席委員欠席委員欠席委員 なしなしなしなし

出席理事者出席理事者出席理事者出席理事者 なしなしなしなし

傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者 ９名９名９名９名

議 事議 事議 事議 事

（１）調査報告について（１）調査報告について（１）調査報告について（１）調査報告について

＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 それでは、ただいまより倉庫の無届解体問題調査特別委員会を開会いたしそれでは、ただいまより倉庫の無届解体問題調査特別委員会を開会いたしそれでは、ただいまより倉庫の無届解体問題調査特別委員会を開会いたしそれでは、ただいまより倉庫の無届解体問題調査特別委員会を開会いたし

ます。ます。ます。ます。

本日の傍聴者は７名です。本日の傍聴者は７名です。本日の傍聴者は７名です。本日の傍聴者は７名です。

それでは、協議事項に入ります。それでは、協議事項に入ります。それでは、協議事項に入ります。それでは、協議事項に入ります。

調査報告についてですが、各委員には事前に調査報告書案及び委員長報告案をお届けし調査報告についてですが、各委員には事前に調査報告書案及び委員長報告案をお届けし調査報告についてですが、各委員には事前に調査報告書案及び委員長報告案をお届けし調査報告についてですが、各委員には事前に調査報告書案及び委員長報告案をお届けし

ておりますが、３名の委員から修正案またはご意見をいただきました。お手元に配付してておりますが、３名の委員から修正案またはご意見をいただきました。お手元に配付してておりますが、３名の委員から修正案またはご意見をいただきました。お手元に配付してておりますが、３名の委員から修正案またはご意見をいただきました。お手元に配付して

おりますので、お目通しを願います。おりますので、お目通しを願います。おりますので、お目通しを願います。おりますので、お目通しを願います。

なお、本日委員会が最終の協議の場となります。改めて調査報告書案及び委員長報告案なお、本日委員会が最終の協議の場となります。改めて調査報告書案及び委員長報告案なお、本日委員会が最終の協議の場となります。改めて調査報告書案及び委員長報告案なお、本日委員会が最終の協議の場となります。改めて調査報告書案及び委員長報告案

についてご意見がありましたら発言を願います。についてご意見がありましたら発言を願います。についてご意見がありましたら発言を願います。についてご意見がありましたら発言を願います。

○岩田委員○岩田委員○岩田委員○岩田委員 私の意見として、平野クレーン工業株式会社を建設リサイクル法により告発私の意見として、平野クレーン工業株式会社を建設リサイクル法により告発私の意見として、平野クレーン工業株式会社を建設リサイクル法により告発私の意見として、平野クレーン工業株式会社を建設リサイクル法により告発
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すべきとの判断には反対する。よって、調査報告書案を次のように修正すべきと考えます。すべきとの判断には反対する。よって、調査報告書案を次のように修正すべきと考えます。すべきとの判断には反対する。よって、調査報告書案を次のように修正すべきと考えます。すべきとの判断には反対する。よって、調査報告書案を次のように修正すべきと考えます。

理由は、悪質な場合に告発するものとして、何が悪質か明確ではないと。国土交通大臣理由は、悪質な場合に告発するものとして、何が悪質か明確ではないと。国土交通大臣理由は、悪質な場合に告発するものとして、何が悪質か明確ではないと。国土交通大臣理由は、悪質な場合に告発するものとして、何が悪質か明確ではないと。国土交通大臣

許可の業者であり、知っていないとおかしいということを前提に無届けが悪質だというの許可の業者であり、知っていないとおかしいということを前提に無届けが悪質だというの許可の業者であり、知っていないとおかしいということを前提に無届けが悪質だというの許可の業者であり、知っていないとおかしいということを前提に無届けが悪質だというの

は言い過ぎではないか。は言い過ぎではないか。は言い過ぎではないか。は言い過ぎではないか。

そして、修正案は、調査報告書の案、１７ページ。委員会の判断は倉庫解体工事の無届そして、修正案は、調査報告書の案、１７ページ。委員会の判断は倉庫解体工事の無届そして、修正案は、調査報告書の案、１７ページ。委員会の判断は倉庫解体工事の無届そして、修正案は、調査報告書の案、１７ページ。委員会の判断は倉庫解体工事の無届

けについて、ア、平野クレーン工業株式会社についての第３項目、今回の事案は国土交通けについて、ア、平野クレーン工業株式会社についての第３項目、今回の事案は国土交通けについて、ア、平野クレーン工業株式会社についての第３項目、今回の事案は国土交通けについて、ア、平野クレーン工業株式会社についての第３項目、今回の事案は国土交通

大臣許可の建設業者が建設リサイクル法第１０条第１項、第１３条第１項、建設業法第１大臣許可の建設業者が建設リサイクル法第１０条第１項、第１３条第１項、建設業法第１大臣許可の建設業者が建設リサイクル法第１０条第１項、第１３条第１項、建設業法第１大臣許可の建設業者が建設リサイクル法第１０条第１項、第１３条第１項、建設業法第１

９条第１項に違反した悪質な事案であり、告発すべきと考えるを削除して、調査報告書案９条第１項に違反した悪質な事案であり、告発すべきと考えるを削除して、調査報告書案９条第１項に違反した悪質な事案であり、告発すべきと考えるを削除して、調査報告書案９条第１項に違反した悪質な事案であり、告発すべきと考えるを削除して、調査報告書案

の２２ページ。３、委員会としての対応。県に対して次の事項を求めるのアを次のとおりの２２ページ。３、委員会としての対応。県に対して次の事項を求めるのアを次のとおりの２２ページ。３、委員会としての対応。県に対して次の事項を求めるのアを次のとおりの２２ページ。３、委員会としての対応。県に対して次の事項を求めるのアを次のとおり

修正すべきと考えます。今回の事案は、国土交通大臣許可の建設業者が建設リサイクル法修正すべきと考えます。今回の事案は、国土交通大臣許可の建設業者が建設リサイクル法修正すべきと考えます。今回の事案は、国土交通大臣許可の建設業者が建設リサイクル法修正すべきと考えます。今回の事案は、国土交通大臣許可の建設業者が建設リサイクル法

及び建設業法に違反した事案であり、法令遵守を徹底させるため、関係業者の業務または及び建設業法に違反した事案であり、法令遵守を徹底させるため、関係業者の業務または及び建設業法に違反した事案であり、法令遵守を徹底させるため、関係業者の業務または及び建設業法に違反した事案であり、法令遵守を徹底させるため、関係業者の業務または

工事施工の状況について点検し、厳正に対処することに変更し、以下、イの後段につなげ、工事施工の状況について点検し、厳正に対処することに変更し、以下、イの後段につなげ、工事施工の状況について点検し、厳正に対処することに変更し、以下、イの後段につなげ、工事施工の状況について点検し、厳正に対処することに変更し、以下、イの後段につなげ、

ウをイとし、順次繰り上げる。ウをイとし、順次繰り上げる。ウをイとし、順次繰り上げる。ウをイとし、順次繰り上げる。

平野クレーン工業株式会社について、地方自治法第１００条第９項による告発はやむを平野クレーン工業株式会社について、地方自治法第１００条第９項による告発はやむを平野クレーン工業株式会社について、地方自治法第１００条第９項による告発はやむを平野クレーン工業株式会社について、地方自治法第１００条第９項による告発はやむを

得ないが、出席しなかった理由を再度聞くべきではないか。得ないが、出席しなかった理由を再度聞くべきではないか。得ないが、出席しなかった理由を再度聞くべきではないか。得ないが、出席しなかった理由を再度聞くべきではないか。

そしてまた、届出書の提出は県内で大体、過去年間１，３００から１，４００件あり、そしてまた、届出書の提出は県内で大体、過去年間１，３００から１，４００件あり、そしてまた、届出書の提出は県内で大体、過去年間１，３００から１，４００件あり、そしてまた、届出書の提出は県内で大体、過去年間１，３００から１，４００件あり、

業者が届ける場合は発注者の委任状の添付が必要だが、土木事務所のほとんどが解体業者業者が届ける場合は発注者の委任状の添付が必要だが、土木事務所のほとんどが解体業者業者が届ける場合は発注者の委任状の添付が必要だが、土木事務所のほとんどが解体業者業者が届ける場合は発注者の委任状の添付が必要だが、土木事務所のほとんどが解体業者

の届け出だけをきょうまで行ってきたことを、これを機会に徹底して、委任状をつけていの届け出だけをきょうまで行ってきたことを、これを機会に徹底して、委任状をつけていの届け出だけをきょうまで行ってきたことを、これを機会に徹底して、委任状をつけていの届け出だけをきょうまで行ってきたことを、これを機会に徹底して、委任状をつけてい

ただく。ただく。ただく。ただく。

不動不動不動不動産取引産取引産取引産取引においても、アにおいても、アにおいても、アにおいても、アスベストスベストスベストスベストの調査を必の調査を必の調査を必の調査を必ずずずず行うというように業行うというように業行うというように業行うというように業界界界界をををを指導指導指導指導すべきですべきですべきですべきで

はないかとはないかとはないかとはないかと思思思思っているとこっているとこっているとこっているところろろろであります。であります。であります。であります。

そういうことで、私の意見としてそういうことで、私の意見としてそういうことで、私の意見としてそういうことで、私の意見として申申申申しししし述述述述べておきます。べておきます。べておきます。べておきます。

ここから大事なとこここから大事なとこここから大事なとこここから大事なところろろろです。です。です。です。歩道歩道歩道歩道のののの切切切切り下げ工事は通り下げ工事は通り下げ工事は通り下げ工事は通学路等学路等学路等学路等のののの安全安全安全安全確確確確保保保保のののの観観観観点からも、点からも、点からも、点からも、

すべて必すべて必すべて必すべて必ず現ず現ず現ず現地を確地を確地を確地を確認認認認することが必要だとすることが必要だとすることが必要だとすることが必要だと思思思思います。います。います。います。

昨昨昨昨年９月、建設委員会で山下副委員長が年９月、建設委員会で山下副委員長が年９月、建設委員会で山下副委員長が年９月、建設委員会で山下副委員長が取取取取り上げられ、知事が調査をり上げられ、知事が調査をり上げられ、知事が調査をり上げられ、知事が調査を約束約束約束約束し、１２月のし、１２月のし、１２月のし、１２月の

建設委員会で調査建設委員会で調査建設委員会で調査建設委員会で調査結果結果結果結果が報告され、委員会として特に意見はなかった。その後すが報告され、委員会として特に意見はなかった。その後すが報告され、委員会として特に意見はなかった。その後すが報告され、委員会として特に意見はなかった。その後すぐぐぐぐにににに百百百百条条条条

委員会を設委員会を設委員会を設委員会を設置置置置することになった。することになった。することになった。することになった。常常常常任委員会で報告され、意見がないのに、な任委員会で報告され、意見がないのに、な任委員会で報告され、意見がないのに、な任委員会で報告され、意見がないのに、なぜぜぜぜすすすすぐ百ぐ百ぐ百ぐ百条条条条

委員会をつくったのか。設委員会をつくったのか。設委員会をつくったのか。設委員会をつくったのか。設置置置置はははは常常常常任委員会で調査をしてからでもよかったのではないか。任委員会で調査をしてからでもよかったのではないか。任委員会で調査をしてからでもよかったのではないか。任委員会で調査をしてからでもよかったのではないか。

この特別委員会は何が目この特別委員会は何が目この特別委員会は何が目この特別委員会は何が目的的的的であったのかであったのかであったのかであったのか疑疑疑疑問の問の問の問の残残残残るとこるとこるとこるところろろろである。である。である。である。

上上上上記記記記により、このにより、このにより、このにより、この百百百百条委員会の設条委員会の設条委員会の設条委員会の設置置置置がががが適切適切適切適切だったのかどうか、地方議会のだったのかどうか、地方議会のだったのかどうか、地方議会のだったのかどうか、地方議会の専門家専門家専門家専門家の意見の意見の意見の意見
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もももも伺伺伺伺いたい。以上です。いたい。以上です。いたい。以上です。いたい。以上です。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 ほかにごほかにごほかにごほかにござざざざいませんか。いませんか。いませんか。いませんか。

○高柳委員○高柳委員○高柳委員○高柳委員 調査報告書案ですが、そこのとこ調査報告書案ですが、そこのとこ調査報告書案ですが、そこのとこ調査報告書案ですが、そこのところろろろの悪質であることをよりの悪質であることをよりの悪質であることをよりの悪質であることをより具具具具体体体体的的的的にににに示示示示すたすたすたすた

めに、次のように修正をしたいとめに、次のように修正をしたいとめに、次のように修正をしたいとめに、次のように修正をしたいと思思思思います。います。います。います。

２２ページです。３の委員会としての対応、２２ページです。３の委員会としての対応、２２ページです。３の委員会としての対応、２２ページです。３の委員会としての対応、②②②②県に対して次の事項を求めるのアを次の県に対して次の事項を求めるのアを次の県に対して次の事項を求めるのアを次の県に対して次の事項を求めるのアを次の

ように修正すべきと考えますので、修正案をように修正すべきと考えますので、修正案をように修正すべきと考えますので、修正案をように修正すべきと考えますので、修正案を読読読読ませていただきます。ませていただきます。ませていただきます。ませていただきます。

ア、今回の事案において、平野クレーン工業株式会社は建設リサイクル法第１０条第１ア、今回の事案において、平野クレーン工業株式会社は建設リサイクル法第１０条第１ア、今回の事案において、平野クレーン工業株式会社は建設リサイクル法第１０条第１ア、今回の事案において、平野クレーン工業株式会社は建設リサイクル法第１０条第１

項、第１３条第１項、建設業法第１９条第１項に違反するの項、第１３条第１項、建設業法第１９条第１項に違反するの項、第１３条第１項、建設業法第１９条第１項に違反するの項、第１３条第１項、建設業法第１９条第１項に違反するのみみみみならならならならずずずず、解体工事がア、解体工事がア、解体工事がア、解体工事がアスベスベスベスベ

スト含有スト含有スト含有スト含有建建建建材材材材をををを使用使用使用使用した大した大した大した大規模規模規模規模な建な建な建な建物物物物を無届けで通を無届けで通を無届けで通を無届けで通園・園・園・園・通通通通学路学路学路学路のののの安全安全安全安全の確の確の確の確保保保保もされもされもされもされずずずずに行に行に行に行

わわわわれたものであることなどから、悪質と言れたものであることなどから、悪質と言れたものであることなどから、悪質と言れたものであることなどから、悪質と言わざわざわざわざるを得るを得るを得るを得ずずずず、発注者が国土交通大臣許可の建、発注者が国土交通大臣許可の建、発注者が国土交通大臣許可の建、発注者が国土交通大臣許可の建

設業者であることにもかんが設業者であることにもかんが設業者であることにもかんが設業者であることにもかんがみみみみて、本委員会としては建設リサイクル法にて、本委員会としては建設リサイクル法にて、本委員会としては建設リサイクル法にて、本委員会としては建設リサイクル法に基づ基づ基づ基づき、告発すき、告発すき、告発すき、告発す

べきものと判断する。よって、建設リサイクル法を所べきものと判断する。よって、建設リサイクル法を所べきものと判断する。よって、建設リサイクル法を所べきものと判断する。よって、建設リサイクル法を所管管管管するするするする部局部局部局部局においては、このことをにおいては、このことをにおいては、このことをにおいては、このことを

考考考考慮慮慮慮し、厳しく対処することということで、修正案を出させていただきます。し、厳しく対処することということで、修正案を出させていただきます。し、厳しく対処することということで、修正案を出させていただきます。し、厳しく対処することということで、修正案を出させていただきます。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 ほかに何かご意見。ほかに何かご意見。ほかに何かご意見。ほかに何かご意見。

○川口委員○川口委員○川口委員○川口委員 私も１７日付で意見書を私も１７日付で意見書を私も１７日付で意見書を私も１７日付で意見書を文文文文書で届けておきました。きょうは配られていると書で届けておきました。きょうは配られていると書で届けておきました。きょうは配られていると書で届けておきました。きょうは配られていると

思思思思いますから、あえていますから、あえていますから、あえていますから、あえて復唱復唱復唱復唱はいたしません。いはいたしません。いはいたしません。いはいたしません。いずずずずれにしても、私はいれにしても、私はいれにしても、私はいれにしても、私はいろろろろいいいいろろろろな機会にな機会にな機会にな機会に申申申申しししし

述述述述べてきた事べてきた事べてきた事べてきた事柄柄柄柄をまとめた内をまとめた内をまとめた内をまとめた内容容容容です。無届けは悪いと。悪いことはもうです。無届けは悪いと。悪いことはもうです。無届けは悪いと。悪いことはもうです。無届けは悪いと。悪いことはもうわわわわかりかりかりかり切切切切っているっているっているっている

わわわわけでありますが、県で調査したそういうけでありますが、県で調査したそういうけでありますが、県で調査したそういうけでありますが、県で調査したそういう経経経経過の上に過の上に過の上に過の上に立立立立ててててばばばば、この委員会の設、この委員会の設、この委員会の設、この委員会の設置置置置はははは二番二番二番二番せせせせ

んんんんじじじじはははは免免免免れないとれないとれないとれないと申申申申し上げてきたとおりであります。そういうことで、今までし上げてきたとおりであります。そういうことで、今までし上げてきたとおりであります。そういうことで、今までし上げてきたとおりであります。そういうことで、今まで申申申申し上げてし上げてし上げてし上げて

きた内きた内きた内きた内容容容容をまとめて、このをまとめて、このをまとめて、このをまとめて、この文文文文書にしておりますので、今、書にしておりますので、今、書にしておりますので、今、書にしておりますので、今、復唱復唱復唱復唱いたしませんけれども、今いたしませんけれども、今いたしませんけれども、今いたしませんけれども、今

発言したものとして、この発言したものとして、この発言したものとして、この発言したものとして、この文文文文書を書を書を書を一一一一つつつつ皆皆皆皆さん、とらえていただきたいと、このようにさん、とらえていただきたいと、このようにさん、とらえていただきたいと、このようにさん、とらえていただきたいと、このように思思思思いいいい

ます。ます。ます。ます。加加加加えて、岩田委員から提えて、岩田委員から提えて、岩田委員から提えて、岩田委員から提起起起起のごのごのごのござざざざいました意見に私はいました意見に私はいました意見に私はいました意見に私は賛賛賛賛成をいたしておきます。成をいたしておきます。成をいたしておきます。成をいたしておきます。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 それでは、ほかにごそれでは、ほかにごそれでは、ほかにごそれでは、ほかにござざざざいませんか。いませんか。いませんか。いませんか。

なけれなけれなけれなければばばば、ただいまより調査報告書案についての、ただいまより調査報告書案についての、ただいまより調査報告書案についての、ただいまより調査報告書案についての採決採決採決採決を行いたいとを行いたいとを行いたいとを行いたいと思思思思います。います。います。います。

調査報告書案のう調査報告書案のう調査報告書案のう調査報告書案のうちちちち平野クレーン工業株式会社を建設リサイクル法により告発すべきも平野クレーン工業株式会社を建設リサイクル法により告発すべきも平野クレーン工業株式会社を建設リサイクル法により告発すべきも平野クレーン工業株式会社を建設リサイクル法により告発すべきも

のとしたのとしたのとしたのとした部分部分部分部分、い、い、い、いわゆわゆわゆわゆる調査報告書案の１７ページの下から６段目の項目、２２ページのる調査報告書案の１７ページの下から６段目の項目、２２ページのる調査報告書案の１７ページの下から６段目の項目、２２ページのる調査報告書案の１７ページの下から６段目の項目、２２ページの

（３（３（３（３））））、委員会として対応の、委員会として対応の、委員会として対応の、委員会として対応の②②②②のアののアののアののアの部分部分部分部分に関して自由に関して自由に関して自由に関して自由民主党民主党民主党民主党改改改改革革革革、岩田委員と、岩田委員と、岩田委員と、岩田委員と民主党民主党民主党民主党、、、、

高柳委員からそれ高柳委員からそれ高柳委員からそれ高柳委員からそれぞぞぞぞれ修正案が提出されておりますので、れ修正案が提出されておりますので、れ修正案が提出されておりますので、れ修正案が提出されておりますので、個個個個別に別に別に別に採決採決採決採決を行いたいとを行いたいとを行いたいとを行いたいと思思思思いまいまいまいま

す。す。す。す。

ままままずずずず、自由、自由、自由、自由民主党民主党民主党民主党改改改改革革革革、岩田委員提出の修正案に、岩田委員提出の修正案に、岩田委員提出の修正案に、岩田委員提出の修正案に賛賛賛賛成の方の成の方の成の方の成の方の起立起立起立起立を求めます。を求めます。を求めます。を求めます。
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（（（（賛賛賛賛成者成者成者成者起立起立起立起立））））

ごごごご着着着着席願います。席願います。席願います。席願います。

起立少数起立少数起立少数起立少数であります。であります。であります。であります。

よって、自由よって、自由よって、自由よって、自由民主党民主党民主党民主党改改改改革革革革、岩田委員提出の修正案は、岩田委員提出の修正案は、岩田委員提出の修正案は、岩田委員提出の修正案は否決否決否決否決されました。されました。されました。されました。

次に、次に、次に、次に、民主党民主党民主党民主党、高柳委員の提出の修正案に、高柳委員の提出の修正案に、高柳委員の提出の修正案に、高柳委員の提出の修正案に賛賛賛賛成の方の成の方の成の方の成の方の起立起立起立起立を求めたいとを求めたいとを求めたいとを求めたいと思思思思います。います。います。います。

（（（（賛賛賛賛成者成者成者成者起立起立起立起立））））

ごごごご着着着着席願います。席願います。席願います。席願います。

起立多数起立多数起立多数起立多数であります。であります。であります。であります。

よって、よって、よって、よって、民主党民主党民主党民主党、高柳委員の提出の修正案は可、高柳委員の提出の修正案は可、高柳委員の提出の修正案は可、高柳委員の提出の修正案は可決決決決されました。されました。されました。されました。

次に、ただいま可次に、ただいま可次に、ただいま可次に、ただいま可決決決決した修正した修正した修正した修正部分部分部分部分を除くを除くを除くを除く原原原原案について案について案について案について採決採決採決採決を行います。を行います。を行います。を行います。

可可可可決決決決した修正した修正した修正した修正部分部分部分部分を除くを除くを除くを除く原原原原案について、案について、案について、案について、原原原原案のとおり案のとおり案のとおり案のとおり決定決定決定決定することにごすることにごすることにごすることにご異異異異議はご議はご議はご議はござざざざいまいまいまいま

せんでしょうか。せんでしょうか。せんでしょうか。せんでしょうか。

（（（（「「「「異異異異議なし議なし議なし議なし」」」」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

ごごごご異異異異議がないものと議がないものと議がないものと議がないものと認認認認めます。めます。めます。めます。

よって、可よって、可よって、可よって、可決決決決した修正した修正した修正した修正部分部分部分部分を除くを除くを除くを除く部分部分部分部分は、は、は、は、原原原原案のとおり可案のとおり可案のとおり可案のとおり可決決決決されました。されました。されました。されました。

それでは、調査報告書案に可それでは、調査報告書案に可それでは、調査報告書案に可それでは、調査報告書案に可決決決決した修正内した修正内した修正内した修正内容容容容による修正をによる修正をによる修正をによる修正を加加加加えた報告書をもってえた報告書をもってえた報告書をもってえた報告書をもって当当当当委員委員委員委員

会の調査報告とします。会の調査報告とします。会の調査報告とします。会の調査報告とします。

また、委員長報告についても、ただいま可また、委員長報告についても、ただいま可また、委員長報告についても、ただいま可また、委員長報告についても、ただいま可決決決決した修正内した修正内した修正内した修正内容容容容による修正をによる修正をによる修正をによる修正を加加加加えるとともに、えるとともに、えるとともに、えるとともに、

先先先先ほどいただきましたご意見についてもほどいただきましたご意見についてもほどいただきましたご意見についてもほどいただきましたご意見についても記載記載記載記載することとし、本日開会されます６月することとし、本日開会されます６月することとし、本日開会されます６月することとし、本日開会されます６月定例定例定例定例会会会会

の本会議で私から報告させていただきます。の本会議で私から報告させていただきます。の本会議で私から報告させていただきます。の本会議で私から報告させていただきます。

なお、本会議で反対なお、本会議で反対なお、本会議で反対なお、本会議で反対討論討論討論討論される場合は、委員長報告に反対意見をされる場合は、委員長報告に反対意見をされる場合は、委員長報告に反対意見をされる場合は、委員長報告に反対意見を記載記載記載記載しないことになっしないことになっしないことになっしないことになっ

ておりますけれども、岩田委員、反対ておりますけれども、岩田委員、反対ておりますけれども、岩田委員、反対ておりますけれども、岩田委員、反対討論討論討論討論をされますでしょうか。をされますでしょうか。をされますでしょうか。をされますでしょうか。

○岩田委員○岩田委員○岩田委員○岩田委員 はい、します。はい、します。はい、します。はい、します。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 では、反対では、反対では、反対では、反対討論討論討論討論はされるということなので、委員長報告に反対意見をはされるということなので、委員長報告に反対意見をはされるということなので、委員長報告に反対意見をはされるということなので、委員長報告に反対意見を記載記載記載記載

しないことといたします。しないことといたします。しないことといたします。しないことといたします。

次に、委員長報告についてですが、正副委員長にご次に、委員長報告についてですが、正副委員長にご次に、委員長報告についてですが、正副委員長にご次に、委員長報告についてですが、正副委員長にご一一一一任願えますでしょうか。任願えますでしょうか。任願えますでしょうか。任願えますでしょうか。

（（（（「「「「はいはいはいはい」」」」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

それでは、そのようにさせていただきます。それでは、そのようにさせていただきます。それでは、そのようにさせていただきます。それでは、そのようにさせていただきます。

調査を終調査を終調査を終調査を終了了了了するにするにするにするに当当当当たり、たり、たり、たり、一一一一言ごあいさつ言ごあいさつ言ごあいさつ言ごあいさつ申申申申し上げます。し上げます。し上げます。し上げます。

当当当当委員会は、地方自治法第１００条の調査委員会は、地方自治法第１００条の調査委員会は、地方自治法第１００条の調査委員会は、地方自治法第１００条の調査権権権権を付を付を付を付与与与与された委員会としてされた委員会としてされた委員会としてされた委員会として昨昨昨昨年１２月に設年１２月に設年１２月に設年１２月に設
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置置置置され、これまで１１回開され、これまで１１回開され、これまで１１回開され、これまで１１回開催催催催されました。この間、されました。この間、されました。この間、されました。この間、証人証人証人証人として１０名の方からとして１０名の方からとして１０名の方からとして１０名の方から証証証証言を求め、言を求め、言を求め、言を求め、

１名の１名の１名の１名の参参参参考考考考人人人人から意見を聴から意見を聴から意見を聴から意見を聴取取取取しました。また、関係書しました。また、関係書しました。また、関係書しました。また、関係書類類類類のののの記録記録記録記録の提出を求めるとともに、の提出を求めるとともに、の提出を求めるとともに、の提出を求めるとともに、

文文文文書による調査書による調査書による調査書による調査照照照照会を行うなど、付議事件の問題会を行うなど、付議事件の問題会を行うなど、付議事件の問題会を行うなど、付議事件の問題究究究究明に明に明に明に向向向向けてけてけてけて取取取取りりりり組組組組んでまいったとこんでまいったとこんでまいったとこんでまいったところろろろ

です。です。です。です。

委員各委員各委員各委員各位位位位におかれましては、におかれましては、におかれましては、におかれましては、先先先先ほど調査報告書をまとめていただき、無事任務をほど調査報告書をまとめていただき、無事任務をほど調査報告書をまとめていただき、無事任務をほど調査報告書をまとめていただき、無事任務を果果果果たすたすたすたす

ことができましたことにことができましたことにことができましたことにことができましたことに厚厚厚厚くくくく御礼申御礼申御礼申御礼申し上げます。し上げます。し上げます。し上げます。

簡単簡単簡単簡単ではごではごではごではござざざざいますが、正副委員長のおいますが、正副委員長のおいますが、正副委員長のおいますが、正副委員長のお礼礼礼礼のあいさつとさせていただきます。ありがとのあいさつとさせていただきます。ありがとのあいさつとさせていただきます。ありがとのあいさつとさせていただきます。ありがと

うごうごうごうござざざざいました。いました。いました。いました。

それでは、これで倉庫の無届解体問題調査特別委員会の調査を終それでは、これで倉庫の無届解体問題調査特別委員会の調査を終それでは、これで倉庫の無届解体問題調査特別委員会の調査を終それでは、これで倉庫の無届解体問題調査特別委員会の調査を終了了了了いたします。ありがいたします。ありがいたします。ありがいたします。ありが

とうごとうごとうごとうござざざざいました。いました。いました。いました。


